
委員会報告

議
第
75
号　

工
事
請
負
変
更
契
約

の
締
結
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て
（
安
曇
川
中
学
校
長
寿

命
化
改
良
建
築
工
事
（
Ⅰ
期
工
事
））

令
和
7
年
6
月
2
日
に
議
決
を
経
て
契

約
を
締
結
し
た
安
曇
川
中
学
校
長
寿
命
化

改
良
建
築
工
事（
Ⅰ
期
工
事
）に
つ
い
て
、

工
事
内
容
の
変
更
に
よ
り
契
約
金
額
に
変

更
が
生
じ
た
た
め
、
地
方
自
治
法
第
96
条

第
1
項
第
5
号
お
よ
び
高
島
市
議
会
の
議

決
に
付
す
べ
き
契
約
お
よ
び
財
産
の
取
得

ま
た
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
2
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
議
決
を
求
め
る
も
の
。

採
決
の
結
果

「
賛
成
多
数
」
で
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

附
帯
決
議

議
第
75
号
に
つ
い
て
は
、
変
更
契
約
に

お
い
て
、
所
定
の
手
続
き
を
怠
り
、
議
決

を
得
な
い
ま
ま
追
加
工
事
等
を
施
工
・
完

了
さ
せ
、
事
後
に
議
案
を
上
程
す
る
に

至
っ
た
こ
と
か
ら
、
法
令
遵
守
の
徹
底

な
ど
を
求
め
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ

れ
、「
賛
成
多
数
」
で
附
帯
決
議
を
付
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

※�

附
帯
決
議
と
は
…
議
会
の
議
決
に
当

た
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
る
議
会
と
し
て

の
意
見
ま
た
は
要
望
な
ど
、
議
会
の
意

思
を
表
す
も
の
。

議
第
84
号　

公
の
施
設
の
使
用
料

の
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備

等
に
関
す
る
条
例
案

公
共
施
設
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
今
年

度
見
直
し
の
対
象
で
あ
る
体
育
施
設
等
を

検
証
し
た
結
果
、
昨
今
の
物
価
上
昇
等
の

影
響
で
施
設
の
維
持
管
理
経
費
が
増
加
し

て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
使
用
料
の
見
直

し
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
関
係
す
る
12
条

例
に
つ
い
て
改
正
を
行
う
も
の
。

採
決
の
結
果

「
賛
成
多
数
」
で
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

請
願
第
4
号　
「
日
本
政
府
に
核
兵
器

禁
止
条
約
の
参
加
・
署
名
・
批
准
を
求

め
る
意
見
書
」
の
提
出
を
求
め
る
請
願

核
兵
器
禁
止
条
約
は
、
核
兵
器
に
関
わ

る
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
禁
止
し
、
被
爆
者
や

核
実
験
被
害
者
へ
の
援
助
を
行
う
責
任
が

明
記
さ
れ
て
お
り
、
令
和
7
年
9
月
時
点

で
95
カ
国
が
署
名
し
、
74
カ
国
が
批
准
し

て
い
る
。

核
兵
器
の
な
い
世
界
を
強
く
望
む
国
内

外
の
広
範
な
世
論
に
応
え
る
た
め
、
核
兵

器
の
非
人
間
性
を
知
る
唯
一
の
戦
争
被
爆

国
と
し
て
、
日
本
政
府
が
核
兵
器
禁
止

条
約
に
参
加
・
署
名
・
批
准
す
る
こ
と
を

求
め
る
意
見
書
を
、
平
和
都
市
宣
言
を
し

て
い
る
高
島
市
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
を

求
め
る
も
の
。

採
決
の
結
果

「
賛
成
者
な
し
」
で
「
不
採
択
と
す
べ

き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

総 務
常任委員会
委員長 森脇 徹

本会議での討論
議
第
75
号　
工
事
請
負
変
更
契
約

の
締
結
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
（
安
曇
川
中
学
校
長
寿
命

化
改
良
建
築
工
事
（
Ⅰ
期
工
事
））

反
対

澤
本 

長
俊 

議
員

本
案
に
か
か
る
工
事
内
容
等
に
対
す

る
疑
義
が
あ
り
反
対
す
る
も
の
で
は
な

く
、
極
め
て
重
大
な
組
織
の
瑕
疵
問
題
で

あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
の
重
大
事
案
を
議
会
と

し
て
可
決
す
れ
ば
、
法
令
に
反
す
る
こ
と

や
、
手
続
き
の
瑕
疵
を
治
癒
さ
せ
、
不
問

に
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
反
対
で
あ
る
。

議
第
84
号　
公
の
施
設
の
使
用
料

の
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備

等
に
関
す
る
条
例
案

反
対

福
井 

節
子 

議
員

減
免
制
度
も
あ
る
が
、
ジ
ム
・
プ
ー

ル
利
用
者
が
主
に
料
金
引
き
上
げ
に
な

る
。
介
護
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
、
健

康
保
持
に
通
う
高
齢
利
用
者
の
減
少
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
物
価
高
騰

に
苦
し
む
市
民
に
寄
り
添
う
方
策
と
、

負
担
の
在
り
方
を
検
討
す
べ
き
。

反
対

吉
里 

浩
恵 

議
員

国
の
経
済
政
策
の
効
果
や
景
気
動

向
、
賃
金
の
実
態
が
、
市
民
の
暮
ら
し

に
ど
の
程
度
反
映
さ
れ
る
の
か
を
確
認

す
る
た
め
、
少
な
く
と
も
1
年
間
は
使

用
料
を
据
え
置
き
、
様
子
を
見
る
期
間

を
設
け
る
こ
と
は
、
極
め
て
現
実
的
で

責
任
あ
る
判
断
だ
と
考
え
る
。

請
願
第
4
号　
「
日
本
政
府
に
核
兵

器
禁
止
条
約
の
参
加
・
署
名
・
批

准
を
求
め
る
意
見
書
」の
提
出
を
求

め
る
請
願

賛
成
賛
成

松
木 

純
子 

議
員

現
在
、
日
本
は
こ
の
条
約
に
対
し
慎

重
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
が
、
た
と
え

国
の
動
き
が
変
わ
っ
て
も
、
平
和
を
願

い
続
け
る
こ
と
が
結
果
と
し
て
世
界
の

戦
争
を
防
ぐ
一
助
と
な
る
。
地
方
議
会

は
市
民
の
声
を
国
に
届
け
る
使
命
を
持

ち
、
平
和
を
願
う
気
持
ち
を
し
っ
か
り

と
伝
え
る
責
任
が
あ
る
。

反
対

吉
里 

浩
恵 

議
員

高
島
市
議
会
は
、
市
民
生
活
に
最
も

近
い
課
題
に
向
き
合
う
場
で
あ
り
、
国

の
外
交
・
安
全
保
障
政
策
の
是
非
に
つ

い
て
、
一
つ
の
方
向
性
の
み
を
国
に
求

め
る
こ
と
が
、
市
民
の
安
心
に
つ
な
が

る
の
か
ど
う
か
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

賛
成
賛
成

福
井 

節
子 

議
員

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
被
団
協
が
受

賞
し
、
日
本
政
府
に
批
准
を
求
め
る

世
論
は
大
き
く
高
ま
っ
て
い
る
。
唯

一
の
戦
争
被
爆
国
日
本
こ
そ
条
約
に

参
加
し
、
平
和
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る

べ
き
。「
核
兵
器
を
廃
絶
し 

恒
久
平

和
を
希
う
都
市
宣
言
」
の
高
島
か
ら
、

声
を
上
げ
よ
う
。
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議
第
85
号　
高
島
市
特
定
教
育
・

保
育
施
設
お
よ
び
特
定
地
域
型
保

育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
案

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
お
よ
び
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る

内
閣
府
令
の
施
行
に
伴
い
、
地
域
に
お
け

る
保
育
人
材
確
保
の
た
め
の
地
域
限
定
保

育
士
制
度
の
創
設
、
な
ら
び
に
保
育
所
等

の
職
員
に
よ
る
虐
待
に
関
す
る
通
報
義
務

な
ど
の
虐
待
対
応
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
な

ど
に
よ
り
、
関
係
す
る
3
条
例
に
つ
い
て

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

採
決
の
結
果

「
賛
成
全
員
」
で
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
他
、
付
託
さ
れ
た
2
議
案
に
つ
い

て
も
、「
賛
成
全
員
」
で
「
可
決
す
べ
き

も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

請
願
第
5
号　
国
に
対
し
、「
刑
事

訴
訟
法
の
再
審
規
定（
再
審
法
）の
改

正
を
求
め
る
意
見
書
」の
提
出
を
求

め
る
請
願
書

冤
罪
事
件
は
多
数
あ
り
、
再
審
無
罪
を

勝
ち
取
る
に
は
何
十
年
も
年
月
が
か
か

り
、
当
事
者
・
家
族
に
は
想
像
を
絶
す
る

困
難
を
伴
う
た
め
、
諦
め
る
方
も
い
る
。

現
在
、
再
審
制
度
は
刑
事
訴
訟
法
に
規

定
が
あ
る
が
、条
文
数
は
19
カ
条
の
み
で
、

極
め
て
大
雑
把
な
規
定
の
た
め
、
個
々
の

再
審
裁
判
で
は
裁
判
所
の
解
釈
、
運
用
に

す
べ
て
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
再

審
格
差
」
が
起
こ
っ
て
い
る
の
が
実
態
で

あ
る
。

そ
こ
で
、
無む

辜こ

の
者
を
誤
っ
た
裁
判
か

ら
迅
速
に
救
済
す
る
た
め
に
、「
再
審
法

（
刑
事
訴
訟
法
の
再
審
規
定
）」
の
改
正
を

求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
。

採
決
の
結
果

「
全
員
賛
成
」で「
採
択
と
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
他
、
付
託
さ
れ
た
5
議
案
に
つ
い

て
は
、「
賛
成
全
員
」
で
「
可
決
す
べ
き

も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

〇
公
立
保
育
園
等
施
設
維
持
補
修
事
業

令
和
8
年
度
か
ら
の
乳
児
等
通
園
支
援

事
業
（
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
）
実
施

に
か
か
る
保
育
備
品
・
教
材
費
等
を
購
入

し
ま
す
。

〇
新
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業

新
ご
み
処
理
施
設
整
備
に
か
か
る
造
成

工
事
費
用
（
粗
造
成
、防
災
調
整
池
整
備
、

排
水
構
造
物
整
備
等
）
を
計
上
し
ま
す
。 

〇
人
事
業
務
一
般
事
業

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
の
創
設

に
か
か
る
経
費
を
計
上
し
ま
す
。

〇
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業

給
食
材
料
費
の
価
格
高
騰
に
伴
う
賄
材

料
費
の
増
加
に
伴
い
必
要
な
経
費
を
計
上

し
ま
す
。

〇
農
業
振
興
施
設
維
持
管
理
事
業

高
島
市
農
林
水
産
物
処
理
加
工
施
設
の

利
用
に
伴
う
準
備
に
か
か
る
費
用
を
計
上

し
ま
す
。

〇
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
支
給
事
業

国
の
「
強
い
経
済
」
を
実
現
す
る
総
合

経
済
対
策
の
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手

当
（
こ
ど
も
一
人
当
た
り
2
万
円
）
を
支

給
し
ま
す
。

採
決
の
結
果

付
託
さ
れ
た
12
議
案
は
、い
ず
れ
も「
可

決
す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

本会議での討論

議
第
92
号　
高
島
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
6
号
）
案

反
対

森
脇　
徹 

議
員

新
ご
み
処
理
施
設
建
設
の
造
成

費
関
連
で
、5
億
3
千
万
円
計
上
。

本
議
案
上
程
ま
で
に
住
民
合
意
が

必
須
だ
が
、
工
事
車
両
搬
入
も

区
民
合
意
ど
こ
ろ
で
な
い
状
況
。

3
0
3
億
円
着
手
は
、
23
年
間

毎
年
8
億
以
上
の
固
定
費
負
担
で

暮
ら
し
の
市
財
政
を
圧
迫
す
る
。

補
正
予
算
の
主
な
事
業

3 高島市議会だより 2026. 第102号

文教福祉
常任委員会
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